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前書き 

 我が国のインターネット利用者数は、平成９年末の推計 1,155万人（人口普及率 9.2％）

から 20年末には推計 9,091万人（同 75.3％）に増加している。また、各府省のポータル

サイト（入口ホームページ）である「電子政府の総合窓口」のアクセス件数は、平成 16

年度の約 3,200 万件から 20 年度には約１億 8,000 万件と大幅に増加しており、行政機関

による情報提供の手段の一つとしてホームページの果たす役割は大きくなっている。 

インターネットは、高齢者・障がい者等にとっても重要な情報入手の手段であるととも

に、就労や社会参加にもつながっているなど、生活の上で大きな役割を果たすことが期待

されている。一方、これらを利用できる人とできない人、取り分け年齢的・身体的条件に

よる情報格差（いわゆるデジタル・ディバイド）の解消が課題となっている。このような

中、ウェブコンテンツ（ホームページ上の掲載情報）の企画・設計等を行う際に高齢者・

障がい者等に配慮すべき指針として日本工業規格 JIS X 8341-3 が平成 16 年に策定され、

「電子政府推進計画」（平成 18 年８月 31 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。

平成 20 年 12 月 25 日一部改定）において、各府省は、同規格を踏まえたホームページの

作成等を進め、すべての人々にとって利用しやすく、分かりやすい行政情報の電子的提供

に努めることとされている。また、近年、高齢者・障がい者等がホームページを利用でき

るよう、コンピュータ画面の音声読み上げ、文字サイズの拡大、画面の配色変更などの支

援技術の開発が進んできている。 

しかしながら、障がい者団体や研究者からは、各府省のホームページの中には、依然と

して、ウェブコンテンツの企画・設計等に当たって高齢者・障がい者等への配慮が十分で

なく、支援技術が十分に利用できないものがあるとの指摘がある。 

この調査は、各府省におけるホームページのバリアフリー化の推進を図る観点から、高

齢者・障がい者等に配慮したホームページの作成状況、ホームページのバリアフリー化の

推進体制等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 

 

 

本報告書においては、固有名詞及び引用を除き「障害」を「障がい」と表記した。 
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